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戦
時
舶
拍
圭
両
的
徴
護
へ
の
行
科

第

克

寸

荒

巻

V司
問

告書

抜

，、

戦
時
舶
舶
全
面
的
徴
護
J¥、

の
行
程

l
l第
一
次
世
界
大
戦
イ
ギ
η
ノ
ス
海
運
政
策
1
1
i佐

浪

~ 

主主

卒

支
知
事
後
が
大
東
照
戦
争
に
焚
展
し
て
か
ら
、
海
運
は
日
布
戦
時
経
怖
政
策
の
中
心
問
題
と
在
っ
て
ゐ
る
が
、
最
近
の
円
本
で
官

局
始
ぽ
各
方
面
に
於
い
て
仲
刊
に
要
望
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
第
一
次
世
界
犬
戦
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
の
田
川
市
況
で
あ
る
。
現
に
戦
ひ
つ
つ
あ

る
英
米
及
び
目
本
に
於
い
て
採
ら
れ
つ
L
あ
る
海
運
政
策
(
例
へ
ば
誼
舶
・
運
航
・
港
濁
・
海
員
年
目
立
法
)
の
如
何
に

i

多
く
が
第
一
共
財
界

〆

大
戦
白
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
に
向
っ
て
ゐ
る
か
を
見
る
と
昔
、
己
れ
は
成
る
程
と
首
肯
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
戦
時
栴
運
政
策
一
般
が

如
何
に
時
代
と
図
境
を
越
え
て
客
観
的
に
一
つ
の
技
術
閥
系
と
し
て
大
昔
た
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
か
に
特
か
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ

に
も
拘
ら
宇
、
考
慮
を
掛

ιペ
舎
は
、
戦
時
海
運
政
策
が
勿
論
の
己
ム
」
乍
ら
特
に
歴
史
的
規
定
を
受
け
る
と
い
ふ
乙
と
で
あ
る
。
世

、

界
通
商
白
自
由
主
義
憾
制
下
に
突
如
勃
渡
し
た
前
大
鳴
に
於
凶
り
る
イ
ギ
リ
ス
梅
還
は
、
オ
ッ
タ
ワ
協
定
・
一
九
三
五
年
海
運
柿
助
法

以
来
政
策
憾
系
に
大
き
在
的
換
を
ん
一
り
つ
つ
第
二
究
世
界
大
戦
に
入
っ
た
と
己
ろ
の
そ
れ
と
は
殻
正
岡
別
し
で
考
へ
友
〈
て
は
な
ら

ね
。
モ
白
聞
の
一
世
代
は
意
味
た
〈
し
で
肢
は
る
も
の
で
は
訟
い
。
況
し
て
前
大
鳴
の
イ
ギ
リ
ス
梅
涯
と
現
下
の
日
本
海
運
と
に
於

い
て
を
や
で
あ
る
。
要
す
る
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
於
け
る
干
ギ
リ
ス
海
運
政
策
は
今
究
大
戦
の
イ
ギ
ワ
ス
・
日
本
に
と
っ
て
極
め

て
九
日
宮
市
左
経
験
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
主
主
遁
川
さ
る
べ
〈
徐
り
に
大
き
左
悟
史
性
を
捲
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
言
集
の
本
営
の
怠
味

に
於
い
て
モ
れ
が
「
生
か
さ
れ
る
」
た
め
に
は
車
社
る
技
術
的
煙
系
と
し
て
よ
り
も
寧
"
の
一
腔
史
的
慣
系
と
し
℃
ぽ
掘
さ
れ
た
く
て
は



左
ら
ね
。
筆
者
は
特
に
か
う
し
た
立
揚
か
ら
前
大
戦
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
を
考
察
し
、
モ
の
中
心
課
題
で
あ
る
硝
舶
徴
議
制
の
護
展

陀
つ
い
て
一
一
摘
を
作
成
し
た
。
請
者
の
批
判
を
乞
ム
究
第
で
あ
る
。

締
舶
徴
殺
と
開
戦
嘗
時
の
海
運
市
場

一
九
一
四
年
八
月
三
日
、
即
ち
イ
ギ
リ
ス
の
針
凋
宣
戦
布
告
の
前
日
、
イ
ギ
リ
ス
は
緊
急
勅
令
を
も
っ
て
「
凋
家
非
常
時
に
際
し

て
遺
品
培
技
ぴ
に
軍
事
目
的
の
た
め
般
舶
を
徴
議
す
る
植
能
」
を
海
軍
逗
轍
部
に
賦
具
し
て
、
開
戦
営
初
イ
ギ
リ
ス
汲
遣
軍
愉
迭
だ
け

に
で
も
二
百
五
十
隻
D
砧
舶
を
徴
帯
同
し
た
。
か
か
る
商
崎
心
大
量
軍
事
引
揚
は
言
ふ
ま
で
も
な
〈
海
運
市
揚
医
大
き
な
受
動
を
悲
起

せ
や
に
は
措
か
設
か
っ
た
。
作
戦
計
ぎ
の
緊
急
さ
は
既
に
山
川
港
を
沃
定
し
て
ゐ
る
定
期
結
や
貨
物
の
積
込
を
終
了
し
て
山
川
港
準
備
を

整
へ

τゐ
る
貨
物
舶
を
も
容
赦
な
く
徴
唆
し
た
た
め
、
航
海
口
程
D
建
更
と
積
替
と
解
約
と
、
海
運
市
場
は
名
欣
す
べ
か
ら
ざ
る
混

慌
に
陥
っ
た
。
航
行
危
険
同
域
の
設
定
と
夜
間
航
行
禁
止
は
己
れ
を
戸
』
盾
ひ
ど
い
も
の
に
し
た
。
か
〈
て
、
情
主
の
聞
に
は
時
舶
徴

端
技
計
費
白
金
貌
に
針
寸

Z
見
透
難
か
ら
一
時
E
れ
に
封
し
て
営
局
へ
の
協
力
主
阻
む
か
白
態
度
さ
へ
現
は
れ
た
。
が
、
他
方
、
結
舶

の
軍
事
徴
裂
は
般
主
の
負
措
E
己
る
か
却
っ
て
負
拾
を
軽
減
す
る
も
の
で
さ
へ
あ
っ
た
。
我
々
は
己

E
に
第
一
次
世
界
大
戦
営
時
の

一
般
海
運
市
揚
が
も
っ
特
殊
性
を
見
出
す
己
と
が
肉
来
る
。

-
第
一
弐
世
界
大
戦
は
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
海
運
業
に
と
O

て
全
く
突
護
事
件
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
中
葉
に
航
海
保
例
主
廃
棄
し

て
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
機
蓮
は
名
寅
共
に
自
由
主
義
民
終
始
し
て
閥
家
干
渉
は
海
運
白
ど
白
部
面
陀
も
之
を
見
出
す
己
と
は
阿
来
た
か

一
八
五
四
年
と
一
九
O
六
年
の
二
同
に
亙
る
商
舶
法
D
ほ
か
幾
つ
か
の
梅
運
闘
係
法
規
が
制
定
さ
れ
た
が
、

E
れ
ら
白
犬
部

分
は
柏
舶
・
積
荷
・
人
命
の
安
全
、
海
上
損
害
に
針
す
る
舶
主
の
責
任
、
船
員
・
海
員
D
教
育
厚
生
等
々
に
闘
す
る
謂
は
ば
一
枇
合
立

第

王

十

五

巷

一

四

五

っ
た
。

戦
時
醐
舶
全
面
的
徴
琵
へ
白
行
程

童事

観

七



戦
時
相
制
全
面
的
徴
資
へ
白
行
程

第
宜
十
五
巻

四
六

官事

貌

，"¥. 

法

フ

.ム

事ソ
主要 ノレ
、の

郵塑
f且 J控
ぬ馬 lム
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金、法

竺話
" き
;七そ
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&f-代
以表

後り-
TZ 
し、モ3

1成。
おn I 

を l
モユ で

L あ

怖 2
助 L

<fIi 
(固
邑;宥
己 D

z震
との
い海
ふ運
よ保
り ま主

主請
託白
る立
支法
排で/

は
た
か
っ
た
。

(宮〕
E
o
p
円
)
の
窓
味
し
か
有
、
か
在
〈
た
う
て
ゐ
た
。
キ
ュ

1
十
1
ド
杭
の
ル
ジ
グ
一
一
了
時
現
モ
レ
タ
ニ
ア
競
の
如
曹
が
受
け
て
ゐ
た
補
助

金
者
特
に
岡
家
非
常
時
比
備
へ
る
ベ
〈
鴻
し
て
ゐ
た
一
部
武
数
へ
り
補
償
金
に
遇
判
官
」
泣
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
海
混
合
枇
の
航
栴
持

務
に
謝
し
て
一
止
め
同
友
報
酬
は
E
れ
を
支
抑
ふ
も
そ
れ
を
越
え
て
の
奨
駒
金

(ZERmm)

イ
ギ
リ
ス
政
府
の
海
運
に
謝
す
る
態
度
で
あ
っ
た
d

は
絶
叫
削
に
交
付
し
た
い
と
い
ふ
の
が
大
戦
前

ア
メ
リ
カ
海
運
は
南
北
戦
争
後
白

τ海
か
ら
陣
へ
の
特
換
」
の
た
め
に
非
道
い
不
振
を
極
め
て
居
り
、
ず
イ
ツ
・
目
本
の
海
認
は

新
興
勢
力
で
は
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
舶
に
全
面
的
に

A
向
ム
ペ
く
歴
史
が
徐
習
に
新
し
か
っ
た
。
北
欧
諸
問
や
ギ
リ
シ
ャ
の
泡
航

舶
は
高
い
牧
内
位
性
を
有
つ
て
は
ゐ
た
が
、
会
館
と
し
て
は
在
ほ
力
弱
い
存
在
に
過
ぎ
左
か
っ
た
。
か
〈
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
次
々
に

損
大
し
た
植
民
地
市
揚
K
助
け
ら
れ
て
、
大
戦
前
白
六
七
十
年
間
、
よ
く
世
界
格
運
覇
者
と
し
て
そ
の
白
山
主
義
を
守
り
泊
す
と
と

が
出
来
た
。
従
っ
て
、
己
の
イ
ギ
リ
ス
般
が
支
配
し
て
ぬ
た
世
界
海
運
市
場
も
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
に
倣
ふ
て
自
巾
市
揚
と
し
て
五
常

繰
を
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
治
船
業
と
共
に
海
運
業
の
景
気
は
規
則
疋
し
い
遡
期
的
波
動
を
と
っ
て
ゐ
た
。
開
戦
由
時
の
一
丸
一
四

一
年
夏
か
ら
一
一
一
一
年
秋
ま
で
絞
い
た
プ
1

ム
の
反
動
を
受
け
て
、
世
界
海
上
運
賃
は
落
潮
の
中
忙
あ
っ
た
が
、

年
夏
季
は
、

九

結
主
の
財
政
状
態
は
好
況
時
代
の
十
分
な
償
却
の
た
め
に
友
ほ
堅
調
を

a
持
し
、
オ

1
ス
ト
リ
ー
と
セ
ル
ピ
ア
の
筒
突
の
暗
雲
を
強
恋

す
る
も
む
と
で
は
全
く
な
か
っ
た
c

併
し
乍
ら
、
か
う
し
た
経
内
機
構
は
そ
れ
が
自
由
主
義
的
で
あ
っ
た
向
け
そ
れ
だ
貯
、
強
力
な

閣
安
統
怖
を
必
一
妥
と
ず
る
戦
争
の
倒
動
を
最
も
非
道
〈
交
貯
ね
ば
友
ら
友
か
っ
た
。

か
〈
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
封
狗
宣
戦
は
全
世
界
海
運
市
揚
を
一
事
に
し
て
肺
痔
欣
能
に
投
日
叫
ん
が
。
図
際
貿
易
機
構
は
突
然
破
壊
さ

C. E. FayJe， The R. Meel乞er，1王istoryof Shipping Subsidies， 1905， p. 21; 
War and the._Slllpping Industry， 1927， p. 22， 23 



れ
て
商
般
は
山
積
す
る
貸
物
を
前
に
し
乍
ら
、
世
界
到
る
と
こ
ろ
の
港
湾
で
滞
情
す
与
の
ほ
か
な
か
っ
た
。
と
の
場
合
、
定
期
般
は

b

M
約

在
ほ
幾
分
の
抑
力
性
を
一
不
し
得
た
け
れ
ど
も
、
不
定
期
船
市
揚
で
は
政
府
の
大
量
微
震
に
も
拘
ち
宇
、
船
腹
は
需
要
bz
下
姐
り
、
遣
い
即
日
開

J

1

a

白
河

誰

h
w
胞

質
は
八
・
九
月
を
過
し
て
上
昇
E
と
る
か
却
っ
て
引
下
げ
ら
れ
運
航
費
白
マ

l
ヂ
ン
を
も
喰
込
ん
だ
。
多
数
の
舵
主
は
同
航
と
共
に
国
勾

r
e
T
 

s
f白

川

持
舶
を
繋
附
す
ペ
〈
用
意
し
て
ゐ
た
程
で
あ
る
。
往
航
涯
賃
は
毎
日
数
志
づ
っ
引
下
げ
ら
れ
た
。
戦
争
が
終
ら
泣
い
限
り
己
の
や
う

R
K政

一
ト
:
悶

左
絶
望
枇
態
は
縦
続
す
る
だ
ら
う
と
見
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
海
軍
運
輸
部
の
船
舶
徴
護
は
不
定
期
的
主
に
と
っ
て
事
態
を
数
ふ
も
の
け
跡
決

8

6

 

で
己
そ
あ
れ
、
決
L
て
重
い
負
擦
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
開
戦
後
二
ヶ
月
間
と
い
ふ
も
の
は
商
舶
は
進
ん
で
海
軍
吉
川
に
提
供
き
れ
れ
品
目

た
ぐ
ら
ゐ
で
あ
恥
だ
が
、
同
よ
り
と
れ
は
一
時
的
事
象
に
す
ぎ
宇
、
十
月
頃
よ
り
海
上
涯
賃
は
著
し
〈
盟
刊
に
陣
じ
た
。
行
一
四

f

x
一一山洲

註
プ
ル
l

・
プ
ツ
ク
・
レ
ー
ト
〔
畑
舶
徴
琵
料
事
)
が
相
品
低
位
に
過
ぎ
た
の
は
料
串
制
定
委
員
が
運
賃
水
車
内
な
ほ
著
し
く
低
落
を
一
目
し
て
ゐ
た
一
丸
円
欧

丸

一

四

年

九

月

に

任

命

さ

れ

て

常

時

の

海

ト

運

賃

市

況

を

標

準

に

し

た

た

め

と

も

言

ふ

計

山

唱

臥

白

P
N副
首
町

g
仙川水回

n
S
苦

=
二
重
徴
後
と
徴
義
模
限
の
整
序

J

W

叩

i
A山

h
p
-
H
8
 

S
U
4
z
 

d

r

運

上
記
の
如
〈
、
イ
ギ
リ
ス
は
開
戦
に
先
立
つ
八
月
三
口
、
海
軍
運
輸
部
に
商
舶
徴
護
棋
を
賦
興
し
た
の
で
あ
る
が
、
海
軍
運
輸
部
地
恥
潟

A

t

一、

は
必
ー
干
し
も
と
の
権
能
忙
位
す
る
脊
怖
を
十
分
品
川
へ
て
ゐ
る
も
の
で
は
た
か
っ
た
。
法
制
上
の
地
位
低
〈
規
模
も
小
さ
〈
有
仲
間
た
役
町
加
。
酢

員
の
持
合
せ
も
少
を
か
っ
た
。
(
一
九
一
コ
一
年
の
人
件
費
は
他
に
一
高
四
千
磁
で
き
た
J

そ
れ
ま
で
に
、
己
の
運
輸
部
が
行
ム
て
ゐ
た
役
出
J
靴

ミ
川
市
も
賃

制
と
首
へ
ば
、
勾
年
の
海
軍
機
動
演
習
に
南
阿
・
印
度
・
竣
及
友
ど
の
イ
ギ
リ
ス
守
備
地
に
軍
隊

E
轍
迭
す
ぺ
〈
放
客
船
ぞ
倒
的
し
[
い
い
時
一

町
一
加
時

た
り
、

H
H
の
所
布
す
る
幾
っ
か
白
一
連
決
的
泊
槽
舶
を
も
っ
て
と
れ
ら
白
外
地
部
隊
に
愉
給
し
た
り
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
も
っ
と

9
e
S
2

も
、
己
の
や
う
な
不
備
は
開
戦
と
共
に
怖
は
れ
、
人
員
は
靖
加
さ
れ
規
模
は
抜
大
吉
れ

τ行
ワ
た
。
併
官
、
イ
ギ
リ
ス
梅
軍
は
ナ
ボ

2

職
時
間
舶
4
7
面
的
徴
設
へ
の
行
程

第
五
十
五
巷

W司

七

第

擁

カA



戦
時
醐
曲
全
面
的
徴
設
へ
白
行
程

第
宜
十
王
巻

O 

第
二
擁

(
商
阿
職
争
自
場
合
は
徴
資
に
悼
ら
ず
自
由
市
場
で
傭

加
し
で
聞
に
合
ふ
た
。
)
勿
論
、
柑
そ
の
も
の
は
何
等
海
軍
白
役
に
立
た
泣
か
っ
た
。
海
軍
は
舶
を
運
航
す
る
組
織
と
で
は
杢
〈
も
っ
て

ゐ
た
か
っ
た
。
か
〈
て
、
海
軍
首
局
は
舶
主
側
白
協
力
に
侠
つ
の
外
注
〈
徴
稜
令
欣
は
と
の
依
存
性
を
卒
直
に
認
め
た
。
と
れ
に
封

四
r、

レ
オ
ン
戦
争
以
来
百
年
間
も
一
流
海
軍
閣
と
戦
争
の
経
験
を
も
っ

C
ゐ
な
か
っ
た
。

し
て
、
開
戦
営
初
は
上
記
の
如
く
一
般
運
賃
水
準
の
低
位
か
ら
比
較
的
容
易
に
舶
を
入
手
す
る
と
と
が
同
来
た
。
イ
ギ
リ
ス
会
陥
腹

の
一
一
五
%
が
開
戦
後
直
ち
に
海
軍
D
指
令
下
忙
置
か
れ
た
。
結
舶
徴
護
保
件
は
定
期
般

4
定
期
舶
に
よ
っ
て
ま
た
使
用
目
的
に
土
っ

て
更
に
徴
致
地
が
英
本
図
・
自
治
領
・
属
領
な
る
か
に
よ
っ
て
夫
々
一
臭
っ
た
が
、
船
主
と
の
間
忙
起
る
で
あ
ち
ろ
紛
議
に
備
へ
て
、

営
局
は
強
め
入
月
十
四
目
海
軍
運
輸
部
裁
定
局

(
E
E
E
q
吋

E
E旬
。
ユ
旨

E
E
E
国
自
己
)
を
設
立
し
た
。

徴
褒
料
率
(
調
は
ゆ
る

回
目
。
図
。
。
宵

E
E
)
に
つ
い
て
は
十
月
二
十
二
日
提
案
成
り
、
そ
の
年
十
二
月
政
府
の

E
式
承
認
を
見
た
。

と
E
ろ
で
、
問
舶
徴
裂
に
首
っ
き
一
品
局
は
海
軍
謹
臓
部
だ
け
で
は
た
か
っ
た
。
カ

1
デ
ィ
フ
及
び
ニ
民

l
カ
ッ
ス
ル
の
海
軍
地
方

傭
船
部
も
海
軍
の
杢
般
的
指
闘
を
受
け
て
地
方
徴
護
樺
を
有
し
て
ゐ
た
。
陸
軍
選
輪
部
も
ま
た
徴
護
に
加
っ
た
。
特
忙
定
期
舶
の
冷

凍
装
置
室
に
劃
し
て
は
一
丸
一
五
年
四
月
か
ら
商
務
局
が
プ
ル
1
・
ブ
ッ
ク
・
レ
ー
ト
と
市
揚
運
賃
と
の
中
間
で
徴
溌

L
九
。
か
〈

し
で
、
徴
後
営
局
白
聞
に
は
屡
々
命
令
の
重
複
が
起
り
己
れ
を
避
け
る
べ
〈
絶
え
ヂ
緊
密
左
打
合
せ
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
1

そ

れ
で
も
二
重
徴
残
(
骨
1
E
m
m

寸

Z
ロ
2
Z
E百
四
)
を
売
れ
る
己
と
は
出
来
な
か
っ
ゎ
。
己
の
や
ろ
な
徴
殻
権
限
の
踊
駿
は
さ
ち
で
だ
に
非
'

遭
い
開
戦
賞
初
の
運
航
・
港
湾
の
混
飢
を
一
一
暦
著
し
い
も
の
に
し
た
。
従
っ
て
、

E

E
に
徴
渡
権
限
の
整
序
は
早
〈
か
ち
各
方
聞
に

於
い
て
要
望
せ
ら
れ
た
o

併
し
、
と
の
問
題
は
要
望
せ
ら
れ
乍
ら
、
そ
白
後
と
に
か
〈
後
方
に
押
し
延
ぼ
さ
れ
た
。
己
れ

M
1
イ
草

H
ス
海
逗
が
開
戦
営
時
世
界
海
運
界
に
占
め
て
ゐ
た
優
位
が
示
す
と
己
白
る
借
腹
の
徐
裕
と
、
ま
た
、

rイ
ツ
潜
水
艦
の
活
動
が
未

だ
本
格
的
に
起
ら
一
泣
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
蛍
時
の
自
由
主
義
瞳
制
を
受
け
て
戦
時
経
済
統

1 

Salt目， Allied Shippin'g.， p. 40. 6) F田 rplay，March 8， 1917， p.-421. 

Salter， A11ied Shipping.， p. 55. 8) N. B. Deaile， An Economic Ch-
Tonicle o( the Great WaT for Great Britain & Irela.nd， 1914-1919， 1:9珂， p. 3.9-， 
36，56，64; Fayle， War and Shipping， p. 141 ff.: Salter， Allied Shipping， 44正

5) 
7) 



制
に
決
定
的
態
度
で
臨
み
得
な
か
っ
た
こ
と
を
詩
る
も
の
で
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

比
例
徴
殺
と
運
航
統
制

加
制
徴
設
に
閲
し
て
は
各
方
聞
か
ら
抗
議
が
向
た
。

一
九
一
五
年
一
月
、
労
働
者
戦
時
緊
念
委
員
合
(
者

2
r
a
-
Z
E
E
-
巧
号

何
百
ゆ
同

mg司
会
自

E
之
内
)
の
任
命
す
る
物
倒
小
委
員
舎
の
ま
見
報
背
は
「
政
府
徴
用
目
的
は
イ
ギ
リ
ス
杢
商
船
腹
の
二
五
%
に
及
ぶ
と
言

ム
が
、
事
責
は
一
O
%
に
し
か
首
ら
む
。
多
故
一
の
イ
ギ
リ
ス
舶
は
イ
ギ
リ
ス
悶
家
の
損
失
に
於
い
て
海
外
航
路
に
従
事
し
て
ゐ
る
。

よ
ろ
し
く
、
己
れ
ら
の
海
外
就
航
舶
は
E
れ
を
引
拡
げ
穀
物
運
賃
を
切
崩
す
た
め
に
徴
裂
す
べ
き
で
あ
り
、
商
船
全
部
は
鈴
道
と
同

じ
く
闘
家
管
理
に
笹
ぐ
ぺ
昔
で
あ

Z
と
主
張
し
、
海
運
の
全
面
的
関
家
管
理
を
早
〈
も
提
唱
し
た
が
、
同
月
二
十
二
日
、
商
務
局

長
に
謝
し
て
イ
ギ
リ
ス
船
主
閣
が
提
出
し
た
明
書
で
は
、
勢
務
費
の
騰
貴
、
貿
易
機
構
の
不
統
一
、
軍
用
徴
瑳
舶
の
浪
費
的
運
航
、

就
中
、
継
濁
政
策
白
一
眼
如
を
も
っ
て
海
上
運
賃
脱
貴
の
十
七
要
因
と
指
摘
し
も
山
。
従
っ
て
、
船
主
側
で
は
海
運
岡
家
管
理
の
強
化
や
粕

舶
徴
褒
の
讃
大
や
よ
り
も
格
調
聞
の
輯
犠
を
特
K
重
要
服
し
た
。
事
賞
、
港
湾
針
策
は
一
九
一
五
・
一
六
年
を
過
し
て
海
運
に
閲
す
る

最
も
重
要
注
問
題
白
一
つ
で
あ
っ
た
。
併
し
、
港
湾
が
混
雑
在
来
た
す
白
は
港
醐
聞
に
於
け
る
持
働
力
の
不
足
・
港
濁
施
設
の
不
備
に

み
の
朗
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
結
融
問
K
出
入
す
る
船
舶
の
運
航
を
よ
り
合
現
的
忙
統
制
す
る
要
が
あ
っ
た
。
と
乙
ろ
で
、
運
航
を
統
制

す
べ
〈
営
局
が
先
づ
行
は
ね
ば
た
ら
な
か
っ
、
た
の
は
紬
舶
徴
設
に
閲
し
て
起
る
船
主
閣
不
公
平
の
是
正
で
あ
っ
た
。

賞
際
、
徴
護
料
率
と
白
尚
貨
率
と
の
聞
の
大
昔
た
差
は
徴
没
さ
れ
る
と
否
と
に
よ
っ
て
崎
主
の
利
害
を
犬
き
く
左
右
し
た
。
開
戦

首
時
偶
々
イ
ギ
リ
ス
本
闘
の
港
湾
に
怖
を
多
数
段
泊
さ
せ
て
ゐ
た
船
主
性
多
数
の
舶
を
徴
食
さ
れ
た
が
、
反
血
到
の
事
情
に
あ
っ
た
舶

主
は
裕
外
白
自
問
一
航
路
に
あ
っ
て
中
立
闘
船
主
と
同
様
に
著
し
い
高
率
の
間
内
運
賃
を
牧
得
出
来
た
。
勿
論
、
海
軍
運
輸
部
と
て
こ

戦
時
制
舶
圭
面
的
徴
溌
へ
由
行
程

静
宜
十
再
巻

第

抗

E司
タL

Smith， Infl.uence， p. 160， 163-5 Saltt:r， Allied Shipping， p. 55. 10) 
Fa:yle，、"fVarand Shipping， p. 126 127 
13) Fayle， War and Shipping， p.J 134， 135 
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の
所
布
舶
の
徴
設
で
も
っ
て
補
ふ
と
い
ふ
比
例
徴
設
な
3
3
5
E
Z
2
5
M
gコ
)
を
採
る
己
と
と
し
た
の
た
眠
、
己
れ
に
針
し
て
は
恥
叫

M

-

r

 

ソ
ル
タ
7
c
h
p
F
H
R
吋
)
の
精
巧
一
な
る
カ

1
ド

・

イ

ン

デ

ッ

ク

ス

・

シ

ス

テ

ム

が

大

昔

〈

貢

献

し

た

。

、

町

m
L

M
'
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4
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比
例
徴
獲
の
ほ
か
に
海
軍
運
輸
部
諮
問
委
員
舎
が
舵
腹
調
整
の
た
め
深
っ
た
仕
方
に
一
時
的
徴
稜
解
除
(
向
。
臣
官
E
4
2
r
z
o
『
パ
古
川
J

7
a
h
 

tげ
が

一
2

・

凶
↓
路

P
6
界

島
R
F
世

田

i
J

っ

内
叫
化

出
明
日
刊

同
町
M
N

a
d
 

γ
ー一問、
h

a
l
百

W
M
附

e，
r，
管

が
h
省

t
N
n
国
信

戦
時
醐
舶
全
面
的
徴
後
へ
り
行
程

り
不
公
平
に
気
づ
か
左
い
わ
け
は
な
か
っ
た
。
併
し
、
統
験
に
乏
し
い
上
に
人
手
不
足
の
た
め
と
の
や
う
た
悶
雄
社
問
題
に
向
ふ
徐

俗
は
一
な
か
っ
た
u

軍
事
総
迭
の
た
め
舶
を
千
に
入
れ
る
の
が
力
一
杯
で
あ
っ
た
。
か
〈
て
、
政
府
は
一
九
↑
五
年
二
月
七
日
、
栴
革

運
時
側
部
に
諮
問
委
員
合

(E言。
4
P
E
E
5
0
)
を
設
立
、
委
員
に
ば
す
べ
て
経
験
に
富
む
船
主
を
任
命
し
て
、
徴
殻
舶
の
就
航
を
管

理
せ
し
め
る
と
共
民
、
徴
護
に
首
つ
て
は
よ
め
多
〈
商
業
的
以
内

d

慮
を
捌
は
し
め
る
E
と
と
し
た
。
品
川
主
間
の
不
公
平
を
調
整
す
る
方

第
五
十
五
管

一
五

O

第

腕

法
と
し
て
、
最
も
多
〈
所
有
硝
を
軍
川
に
似
し
て
ゐ
る
船
主
か
ち
は
そ
の
一
部
を
徴
殻
解
除
し
、
と
れ
を
反
針
の
事
情
に
あ
る
船
主

日
昔

E
Zと
が
あ
る
。
首
時
、

地
中
海
に
向
け
て
石
炭
檎
迭
に
従
事
し
て
ゐ
た
イ
ギ
リ
ス
徴
渡
航
は
マ
ル
夕
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド

H
7

で
隙
帆
閣
を
終
了
後
は
本
的
で
復
航
し
て
わ
た
。
併
し
、
積
取
る
べ
き
貨
物
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
へ
ば
ア
レ
キ
サ
ン
ド
り

ア
で
は
棉
賓
・
飯
石
・
小
萎
・
亜
脱
仁
北
干
の
貨
物
が
イ
ギ
リ
ス
向
。
加
を
待
っ
て
ゐ
た
。
だ
が
、
政
府
は
E
れ
ら
私
的
貨
物
に
封
し

て
は
強
制
機
迭
の
機
能
を
も
た
な
か
っ
売
。
ね
っ
て
、
政
府
徴
波
附
に
よ
っ
て
と
れ
を
輸
送
す
る
と
と
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
し
て

こ
れ
ら
の
貨
物
は
空
故
復
航
の
政
府
徴
務
縮
を
利
肘
す
る
と
と
な
〈
、
態
々
往
航

E
定
裁
で
来
航
す
お
民
間
叫
に
よ
っ
て
積
取
ち
れ

る
ほ
か
た
か
っ
た
。
と
の
英
大
在
崎
腹
浪
費
を
避
け
る
片
〈
前
記
議
問
委
員
舎
が
採
っ
た
の
が
、
印
ち
、
徴
務
舶
の
一
時
的
解
除
で

あ
っ
て
、
往
航
に
政
的
貨
物
在
職
治
す
る
徴
護
舶
を
復
航
に
保
件
附
で
一
時
解
除
し
て
私
的
貨
物
主
白
山
川
運
賃
で
積
取
ら
し
め
る
方

法
で
あ
る
。
と
れ
は
た
止
へ
己
れ
を
欲
し
左
い
姑
主
に
針
し
で
も
現
制
さ
れ
た
。
因
み
に
、
こ
れ
は
桜
め
て
遡
切
な
る
措
置
と
し
て

一
九
一
五
年
春
季
地
中
海
石
茨
運
賃
の
低
下
に
興
っ
て
力
が
あ
払
。

営
時
の
舶
附
眠
不
足
そ
著
し
く
綬
和
忙
導
昔
、
市
北
の
如
昔
、

14) 
I5) 
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小
婆
そ
の
他
食
料
品
の
檎
迭
の
た
め
に
特
に
食
料
品
輸
法
的
徴
議
委
員
合
宿
』
g
E
O
E品
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P
S
P唱
。
町
出
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0
0
E
Z
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F
E
E
Z
E
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時
仰
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S
P
F
 

立
し
、
商
務
局
主
通
し
で
と
れ
に
舵
舶
徴
護
楠
を
蹴
興
し
た
D
で
あ
る
が
、
資
際
に
は
同
委
員
舎
は
舶
舶
徴
裂
を
差
樫
へ
て
皐
に
小
凶
則
明

a
d
町

r
e
u
 

a
u
a
n
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記
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角
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ス石炭往航運賃 1mイギヲ

トヂイフより口三トサィ長|リゲア・フレー l

ト (ム 志，ー l 芯月

1914今， 7月 7 0 15 0 

10月 113 116 

1915~:が 1 Jj 32 6 27 0 

4月 300 2i'i U 

7月 22 6 27 

10月 _600 32s 

191出ド 1月 900 40 1) 

4月 110 0 60 0 

だ
が
、
開
戦
後
一
年
を
経
過
す
る
と
漸
く
輸
送
力
の
不
足
が
現
は
れ
始
め
た
。
と
れ
は

立
ち
に
運
賃
に
影
響
し
て
、
例
へ
ば
机
育
李
消
問
小
婆
運
賃
は
一
九
一
五
年
九
月
の
九

志
か
ら
十
月
九
志
六
片
、
十
一
月
十
三
志
阿
片
に
ま
で
上
限
し
た
。
ド
イ
ツ
静
水
艦

P
活

動
も
E

D
頃
よ
り
頓
に
著
し
〈
、
イ
ギ
リ
ス
商
崎
被
製
品
山
長
は
そ
れ
ま
で
白
二
倍
乃
五
三

倍
を
示
し
た
。
し
か
る
に
進
水
舶
は
そ
の
半
数
に
過
ぎ
泣
い
欣
態
で
あ
っ
た
。
併
し
、

九
一
五
年
宋
ま
で
は
イ
ギ
リ
ス
並
び
に
外
因
の
活
怖
と
宰
姉
舶
を
も
っ
て
断
教
の
上
で
は

姑
舶
喪
失
に
ど
う
に
か
謝
抗
し
て
行
く
己
と
が
同
来
た
。
そ
と
で
、
政
府
は
左
ほ
比
例
徴

議
と
一
時
的
徴
殻
解
除
、
要
す
る
に
運
航
統
制
で
も
っ
て
押
切
れ
る
と
い
ム
態
度
を
と
り

つ
づ
け
た
。

一
九
一
五
年
十
一
月
十
庁
の

O
岳
山
呂
町
O
E
E
]
で
設
立
さ
れ
た
食
料
品
轍

送
船
徴
殻
委
員
舎
と
舶
舶
許
可
委
員
舎
が
E
れ
を
よ
〈
物
語
っ
て
ゐ
る
。
帥
ち
、
こ
れ
γ

ま

で
、
軍
事
愉
詮
一
以
外
に
は
原
則
と
し
て
徴
識
は
舶
を
刷
ひ
な
か
っ
た
の
に
針
し
で
、
町
山
附
は

姿
輸
送
白
た
め
一
に
硝
舶
を
指
令
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
、
己
れ
ち
指
定
蹄

2
5
2
m仏
語

SHZ)

ら
れ
た
。
ま
た
一
方
、

。
収
得
す
る
運
賃
は
杢
く
白
巾
陀
委
せ

締
舶
許
可
委
員
合

(PMMVFEE品
F
E自
由
正
m)

は、

間
外
の
諸
池
間
の
貨
物
輸
送
に
従
事
す
る
も
の
は
同
委
員
品
目
。
許
可
を
問
責
す
る
と
注
し
、
も
っ
て
徴
裂
を
売
れ
ん
が
た
め
に
巾
立
岡

の
傭
舶
契
約
に
臆
ピ
ゃ
う
と
す
る
イ
ギ
り
ス
舶
を
制
限
し
た
が
、
そ
の
主
た
る
職
能
は
非
俄
護
舶
の
海
航
統
制
に
過
ぎ
た
か
つ
も
ん
。

第
二
披

職
時
舶
舶
全
面
的
徴
謹
へ
の
行
程

五
百
締
順
以
上
の
イ
ギ
り
ス
般
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
帝

第
五
十
五
巻

ヨ王

[6) 
[7) 
[8) 



職
時
間
舶
全
面
的
徴
設
へ
の
行
程

第
五
十
五
巻

な
ほ

第
一
概

一
九
一
六
年
一
一
月
十
五
日
、
般
州
許
可
委
員
品
目
の
権
限
は
更
に
拡
大
さ
れ
て
、
立
百
締
噸
以

k
の
イ
ギ
リ
ス
舶
は
外
岡
間
航

五

四

路
の
み
で
た
〈
イ
ギ
ロ
ヌ
図
内
諸
地
問
航
路
に
て
も
、

ま
た
、
空
故
航
仙
仰
の
揚
合
で
も
.

っ
て
、
家
戟
航
絡
を
可
及
的
に
少
ぐ
す
る
と
共
に
郁
較
混
雑
給
へ
の
航
栴
を
制
限
し
た
。

国
み
に
、
こ
の
加
柏
許
可
委
員
曹
が
一
九
一
六
年
一
月
末
撃
で
に
航
潟
許
可
主
興
へ
た
イ
ギ
リ
ス
舶
舶
は
次
の
如
〈
で
あ
か

定

一

期

舶

丸

六

六

集

へ

イ

ギ

り

ス

貿

易

航

路

に

従

事

す

る

も

の

七

凹

二

隻

3

内一

不

定

期

制

三

八

九

午

聯

合

同

貿

易

航

路

に

従

事

す

る

も

白

一

一

二

六

計

一

、

=

一

主

主

F
{
申
立
闘
貿
易
腕
時
に
従
事
す
る
も
白
二
九
八

す
べ
て
許
可
を
血
友
ず
る
こ
と
と
在
し
、
も

か
く
し
て
、
自
由
主
義
の
永
い
限
史
配
布
す
る
イ
ギ
リ
ス
滞
濯
も
開
戦
後
一
年
半
漸
〈
統
制
段
階
に
入
り
、

海
軍
迩
輪
部
改
組
を
経
て
、
翌
年
一
月
一
一
十
七
円
海
軍
話
料
判
部
諮
問
委
員
舎
の
強
力
在
る
要
請
に
よ
っ
て
栴
運
統
制
委
員
合
(
E
H
号

官
品

P
E
E
P
E出戸
3
2
)
の
設
立
を
見
て
、
統
制
は
更
に
強
め
ら
れ
る
己
と
と
た
う
た
が
、
そ
れ
は
註
既
決
し
て
本
絡
的
傾
系
的
た

統
制
と
は
言
ひ
得
在
か
っ
た
。
己
白
段
階
の
海
港
統
制
は
過
渡
的
性
絡
を
そ
の
ま
ま
示
現
し
て
秘
め
て
多
様
性
に
宮
み
、
舵
舶
は
捌

一
九
一
五
年
十
一
一
月

に
よ
り
就
航
航
路
に
よ
り
続
税
貨
物
に
よ
り
所
管
官
服
・
取
得
運
賃
・
的
主
責
任
・
舶
主
白
山
裁
量
を
異
比
し
た
。
い
ま
、
統
制
の

最
も
殻
買
な
る
完
全
徴
殻
胎
L
」
白
山
海
運
市
揚
に
あ
る
自
由
舶
の
ほ
か
、
己
れ
ら
の
中
間
に
あ
っ
て
向
由
選
貨
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
が

積
卸
地
・
積
判
明
貨
物
等
々
に
つ
き
政
府
の
統
制
下
に
あ
る
舶
を
一
倍
し
て
指
定
舶
宮
崎
町
内
包
耳
目
指
-
4
と
名
づ
〈
れ
ば
、
一
丸
一
六
年

五
月
一
干
五
日
現
荘
、
完
全
霊
的
・
指
定
時
・
白
山
舶
の
割
合
は
弐
白
如
く
、
自
由
舶
の
占
む
る
割
合
は
さ
は
大
合
一
か
っ
ち

自指完

全

両氾徴

議

席:t舟n舟日

一
、
一
一
一
コ
隻

」
川
凡

O

一
、
五
七
九

肝l一三

四 九七
ラ4

一
九
一
六
年
夏
季
の
陪
腹
綬
和
は
確
忙
こ
う
し
た
海
運
統
制
の

不
徹
底
を
左
ほ
正
営
づ
け
た
c
m
w
口
語
詩
情
引
裂
般
に
剥
ず
る
ア
ヌ
リ

カ
の
抗
議
に
上
っ
て
一
九
一
六
年
五
月
以
来
F
イ
ツ
静
水
艇
の
無

Fayle，、rVara町:1Shippin島 p.:l6D 
Fayle， War ann Shipping， p. 16D (但 L、内理由隻教は 1，356となる)。
:Fayle，、.varand Shipping， p. :163. 
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警
告
商
船
燦
拍
車
は
止
み
、
そ
の
脅
威
は
犬
憶
に
地
中
海
に
限
定
さ
れ
た
。
同
時
に
、

E
の
頃
(
一
九
一
六
年
八
月
)
に
は
イ
ギ
リ
ス
商
般

の
武
装
も
抗
捗
し
て
航
洋
舶
の
問
。
%
に
砲
を
搭
載
し
得
る
ま
で
に
な
っ
て
戦
時
危
険
に
悶
る
附
舶
喪
失
は
可
成
り
著
し
〈
減
退
し

て
ゐ
た
。

四

ス
宝
而
的
徴
義

一
九
一
六
年
秋
、
イ
ギ
リ
ス
は
大
き
た
危
機
に
入
っ
た
。
己
目
年
九
月
、

F
イ
ツ
側
は
武
装
商
舶
を
も
っ
て
既
陀
商
業
欣

態
を
喪
央
し
て
ゐ
る
加
し
」
見
倣
し
て
無
警
告
的
に
爆
撃
す
る
と
藤
明
し
、
イ
ギ
リ
ス
並
び
に
聯
合
図
側
の
一
世
央
噸
数
は
夏
季
の
数
倍

だ
が
、

に
増
加
し
た
。
乙
れ
に
加
へ
て
、
北
米
小
変
の
不
作
の
報
は
オ

1
ス
ト
ラ

F
ア
小
婆
へ
の
依
存
を
俗
儀
た
〈
し
、
そ
の
長
距
離
航
海

へ
白
判
換
は
二
百
隻
よ
り
多
く
の
舶
肢
を
必
認
と
す
る
と
見
ら
れ
た
。
か
〈
て
、
事
態
は
閣
に
崎
腹
不
足
の
情
み
を
深
刻
忙
し
、
商

務
局
長
官
は
十
月
二
十
四
日
オ

I
ス
ト
フ
リ
ア
小
漆
轍
送
の
主
要
性
を
指
摘
し
、
十
一
月
九
日
に
は
海
運
港
湾
関
係
従
業
員
の
軍
務

召
集
制
限
・
中
立
図
舶
D
誘
致
・
法
師
町
資
材
の
特
配
・
移
動
式
港
湾
崎
町
役
閣
の
構
成
等
々
の
緊
要
た
る
を
読
安
一
訴
へ
ね
ば
反
ら
左
か

っ
た
。己

己
に
五
り
、
同
年
十
一
一
月
七
口
、
ア
ス
キ
ス
の
後
を
承
け
て
内
閣
を
組
織
し
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
特
に
格
運
統
制
強
化
の

政
策
を
採
り
、
先
づ
、
同
月
二
十
二
日
海
運
省
を
設
置
し
己
れ
を
中
核
開
一
と
し
て
務
軍
行
政
の
集
中
統
一
を
闘
っ
た
。
邸
ち
、
梅
軍

運
輸
部
を
始
め
同
諮
問
委
員
舎
・
紬
舶
許
可
委
員
合
等
々
の
機
閣
を
す
べ
て
海
蓮
省
比
吸
牧
合
併
せ
し
め
、
た
湾
海
運
統
制
委
員
舎

の
み
を
従
来
の
海
軍
還
機
部
諮
問
委
員
舎
に
代
る
機
関
と
し
て
(
田
L
新

L
h
形
式
に
於
い
で
)
存
置
す
る
に
と
ど
め
た
。
そ
し
て
、
新

忙
海
運
綿
肱

(
m
Z
2
5
m
P
E
E
r
-
-
を
設
置
し
て
梅
軍
行
政
長
官
と
注
し
、
グ
ラ
ス
ゴ

1
の
栴
蓮
舎
一
駐
日

E
E
a
b
p
r
F
q
z
の

戦
時
醐
加
入
r
面
的
徴
設
へ
の
布
程

第
五
寸
五
巷

三五

第

擁

三五

Fayle， War and Shipping， p. 197・



戦
時
加
納
企
画
的
徴
設
へ
の
行
程

第
主
十
五
巻

六

五
回

第

却語

}
。
話

tw」

yr己
与
を
こ
れ
に
任
命
し
て
、
造
船
・
外
国
般
俳
人
を
始
め
海
運
行
政
の
始
ん
ど
一
切
の
檎
簡
を
政
興
し
た
。

こ
の
海
運
省
は
イ
ギ
リ
ス
が
第
一
次
世
界
六
戦
忙
新
設
し
た
諸
省
の
ろ
ち
最
も
成
功
せ
る
も
の
の
一
ワ
で
あ
る
が
、
海
運
繍
肢
が

就
任
後
聞
も
た
く
敢
行
し
た
鮮
一
社
政
策
と
し
て
二
つ
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
非
本
質
的
物
質
の
輸
入
を
全
般
的
に
制
限
し
て
舶
腹

不
足
を
経
利
さ
す
ペ
〈
船
舶
優
先
委
員
合

2
8
5問。
H
V
2
3
2
4
P自
E
2
2
)
を
設
置
し
た
己
主
で
あ
る
。

印
ち

イ
ギ
リ
ス
は
と
れ

K
依
っ
て
食
料
品
・
木
材
・
紙
類
な

E
債
格
の
割
合
民
的
肢
を
喰
ふ
か
さ
高
貨
物
D
輸
入
を
制
限
し
、

一
本
ま
で
月
平
均
七
十
二
高
噸
(
年
六
百
寓
噸
&
も
い
き
の
桔
腹
的
約
を
日
擦
と
し
て
進
ん
だ
。
イ
ギ
リ
ス
と
し
℃
は
こ
れ
以
前
に
既
陀

一
九
一
七
年
三
月
土
り
同
年

己
の
佳
度
の
搬
入
統
制
民
着
手
し
て
ゐ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
事
責
、
明
ヴ
7
プ
ー
ル
蹄
主
協
舎
の
如
き
は
一
丸
一
五
年
十
月
の
早
き

に
己
れ
を
提
唱
し
て
ゐ
た
。
だ
が
、
営
時
は
在
ほ
海
運
界
に
限
ら
や
経
内
界
一
般
が
そ
と
ま
で
進
ん
だ
統
制
主
要
請
し
て
ゐ
宇
、
そ

の
賓
現
は
見
ら
れ
註
か
っ
た
。
け
れ

E
も
、
今
や
事
態
白
念
迫
は
流
石
白
白
雨
主
義
主
侍
統
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
海
認
を
も
強
度
の
統

制
に
導
告
、
前
記
の
如
〈
舶
舶
優
先
委
員
舎
の
設
置
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
事
責
ま
穴
、
輸
入
物
資
自
大
部
分
が
政
府
勘
定

ま
た
は
政
府
統
制
下
に
入
っ
て
ゐ
た
己
の
段
階
で
は
、
輸
入
統
制
を
舶
舶
優
先
制
官
制
に
タ
イ
・
了
ヴ
プ
さ
す
と
と
は
左
し
て
困
難

で
も
泣
か
っ
た
。

海
運
総
監
が
就
住
後
聞
も
左
〈
敢
行
し
た
も
一
つ
の
大
事
業
は
商
締
白
全
面
的
徴
残

(
S
S
E
-
z官
E
g旦
で
あ
っ
た
。
上
記
の

舶
舶
優
先
制
首
制
は
柚
舶
の
深
刻
左
掛
底
の
た
め
に
か
さ
高
貨
物
D
輸
入
を
泣
け
ゃ
う
と
す
る
確
に
前
大
戦
イ
ギ
リ
ス
海
運
統
制
の

波
展
段
階
を
翻
す
る
政
策
で
あ
る
が
、
貨
は
、
己
の
と
と
白
鶴
、
よ
り
規
模
の
大
き
い
海
運
統
制
惜
系
主
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
統
制
す
る
海
運
省
が
意
の
如
〈
に
運
航
せ
し
め
得
る
崎
舶
を
或
る
組
度
の
数
量
そ
O
支
配
に
泣
い
亡
居
ら
ね
ば
賞
現
し
得
む
い

政
策
で
あ
う
た
。
か
く
し
て
、
E
D
貼
か
ら
も
船
舶
徴
委
範
闘
の
抑
制
犬
が
よ
り
切
貸
在
問
題
と
た
っ
て
、
謂
は
ゆ
る
金
面
的
舶
舶
徴

Dearle， Chronicle， p. 124. 126; Fayle， War and Shipping， p. 212-213・2) 



務
制
に
准
む
こ
と
と
左
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
全
両
的
徴
強
と
は
言
へ
主
た
る
針
象
は
定
期
船
で
あ
っ
た
n

不
定
期
柑
に
閲
す
る
限
り

既
に
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
原
則
を
歓
む
僅
に
推
進
め
る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ

h
o
い
ま
、
海
運
棉
股
が
会
商
的
徴
後
を
決
意
し
た
毛
常

時
の
一
九
一
七
年
二
月
二
十
八
日
現
在
に
つ
い
て
見
る
け
円
、

隻

数

う

ち

完

全

徴

琵

隻

数

徴

溌

割

合

規

一

、

九

五

一

一

一

七

=

一

六

=

一

七

・

七

定

期

一

、

四

二

五

九

一

一

五

六

回

・

九

槽

二

O
二

一

O
九

五

回

・

o

計

一

一

一

、

五

八

O

一
、
七
七
O

四
九
・
凶

帽
考
定
期
舶
?
う
ち
に
は
定
期
間
主
に
怖
附
さ
れ
た
る
不
定
期
舶
を
告
む
。

本
去
は
一
、
六
O
C
総
噸
M
上
回
融
舶
に
限
る
。
刑
L
、
寧
捕
舶
を
時
(
。

骨l
五己
分.れ
と t亡
註よ

つれ
てば
ゐ、

る不
が定
、期

己 d 枯

れの
は徴
完縫
全骨I
徴合
王室 は
般六

抽不定

舶崎舶

。
数
字
を
一
点
す
も
の
で
、
不
定
期
舶
の
大
部
分
は

事
賃
上
は
許
可
航
海
叉
は
制
限
蓮
賃
の
下
に
あ
っ

た
。
自
由
航
海
に
従
事
し
て
ゐ
た
も
の
と
い
へ
ば

沿
岸
航
行
般
に
限
ら
れ
た
。
(
悶
岸
航
行
舶
の
統
制
は
最
も
後
れ
休
戦
間
関
白
一
九
一
凡
年
一
月
ま
で
航
海
並
び
に
運
賃
は
自
由
で
あ
っ
h

J

要
す

る
に
、
不
定
期
締
で
は
徴
荷
は
ま
た
は
統
制
は
別
段
に
新
し
い
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
困
難
在
紛
争
を
惹
起
す
こ
と
で
も
友
か
っ
た
が
、

定
期
船
界
で
は
不
定
期
防
旧
作
で
例
外
の
自
由
舶
が
寧
ろ
原
則
で
あ
っ
ち
内
。
成
る
程
、
定
期
船
で
も
三
分
の
一
以
上
が
徴
渡
せ
ら
れ
、

、

そ
の
獣
肉
貯
時
間
宮
↓
も
商
務
局
の
徴
裂
の
下
に
あ
り
、
小
姿
・
羊
毛
・
砂
糖
そ
の
他
政
府
勘
定
輸
入
貨
物
も
一
部
は
プ
リ
Z

T
・
プ
ッ

ク
・
レ
ー
ト
で
定
期
般
に
よ
っ
て
運
送
さ
れ
て
ゐ
た
。
事
賞
、

一
九
一
七
年
一
月
現
在
、
北
大
同
洋
航
路
に
闘
す
る
限
り
、
輸
送
能

力
(
茸
荒
噸
〉
の
八
五
%
ま
で
が
小
婆
・
軍
需
品
の
統
制
輸
送
に
従
事
し
て
ゐ
九
。
併
し
乍
ら
、
己
れ
ら
は
定
期
防
省
一
枇
り
利
揺
を
制

限
し
た
と
は
言
へ
決
し
て
航
海
ス
ケ
ヂ
ュ
ー
ル
を
費
動
せ
し
め
る
も
の
で
は
た
か
っ
た
。
八
五
%
の
徴
裂
と
言
ふ
も
船
舶
の
一
部
の

徴
裂
と
般
会
館
白
徴
護
と
で
は
全
〈
事
情
を
具
忙
し
か
。

さ
て
、
と
の
定
期
崎
徴
護
縫
っ
て
船
舶
の
会
雨
的
徴
夜
討
叢
を
資
現
忙
導
い
た
決
定
的
動
囚
は
イ
ギ
リ
ス
の
北
大
閉
伴
航
路
集
中

戦
時
融
制
金
面
的
議
登
へ
白
行
程

第
五
十
五
巻

五
三王

鐸

腕

七
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戦
時
間
舶
全
面
的
徹
設
へ
の
行
程

第
五
十
五
巻

一
丑
六

第

銃

ノt、

主
義
で
あ
っ
た
。
印
ち
、

一
九
一
六
年
秋
ア
メ
リ
カ
小
婆
不
作
の
報
を
入
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
既
遁
の
如
〈
長
途
オ
l
ス
ト
ラ
り
ア

小
萎
に
撮
る
べ
く
飴
儀
左
〈
さ
れ
て
ゐ
た
と
乙
ろ
、
翌
年
一
月
に
な
っ
亡
北
米
小
委
の
貯
蔵
に
左
ほ
徐
裕
あ
る
と
と
が
判
明
す
る
と

同
時
に
、

E

D
頃
、
英
米
間
の
ク
レ
デ
ィ
ツ

T
問
題
も
一
時
的
解
決
を
見
た
た
め
、
イ
ギ

H
ス
は
俄
に
諜
洲
小
婆
輸
送
計
寄
を
務
更

し
北
米
小
葬
の
一
積
取
に
全
力
を
注
ぐ
べ
〈
、
抽
舶
特
に
遠
隔
水
域
航
海
中
の
定
期
般
を
徴
開
国
し
て
と
れ
に
充
て
る
と
ー
と
に
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
、

E

D
北
犬
閥
洋
航
路
集
中
計
事
責
陀
拍
車
を
か
け
た
の
が
ド
イ
ツ
潜
水
艦
の
無
制
限
爆
撃
ま
た
は
と
れ
に
超
因
す
る

ア
メ
リ
カ
の
暴
戦
可
能
悦
で
あ
っ
た
。
(
ア
メ
リ
カ
は
一
ー
丸
一
七
年
二
月
一
一
一
日
F
イ
ツ
と
外
交
関
係
を
臨
ち
、
四
月
二
日
迭
に
襲
職
し
た
)

と
の
定
期
舶
徴
裂
計
実
及
ぴ
そ
白
賓
行
過
程
に
つ
い
て
は
、
と
と
で
は
要
領
を
記
す
に
と

E
め
た
い
。
海
運
統
制
委
員
舎
の

F

問。

E
E
}
M
P
E
g
s
-
海
運
省
の
出
向
『

H
L
O
白
色
白
骨
F
E
の
雨
人
は
海
運
組
肢
の
意
を
受
け
て
、
本
計
書
案
を
作
成
、

↓
一
月
十
九
日
E
れ
を
海
運
鳩
山
世
に
提
出
し
た
。
海
塁
線
院
は
、
己
れ
に
恭
昔
、
二
月
二
十
八
日
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
航
路
就
航
定
期
船

忙
徴
務
令
肢
を
交
付
し
た
る
を
始
め
と
し
て
、
続
々
、
遠
隔
航
路
般
に
同
航
を
求
め
と
れ
を
政
府
符
川
崎
下
に
置
い
た
。
か
〈
て
、
四

一
九
一
七
年

月
末
に
は
主
要
直
接
航
路
加
。
大
部
分
を
、
五
月
末
に
は
間
接
航
路
般
を
も
こ
の
組
織
の
う
ち
に
包
含
す
る
と
と
が
間
来
た
。
但
し

本
計
書
は
決
し
て
本
易
忙
賓
現
を
見
た
の
で
は
友
い
。
不
定
期
崎
と
異
つ
で
皐
に
船
舶
の
み
左
ら
中
金
組
織
を
事
げ
て
一
定
の
航
路

に
同
定
せ
し
め
永
年
そ
れ
を
自
己
白
濁
占
的
地
盤
と
し
て
守
り
遇
し
て
来
た
定
期
船
主
た
ち
は
筒
車
に
は
と
の
全
面
的
徴
発
計
警
に

賛
同
を
一
不
さ
た
か
っ
た
。

7
y
チ
ェ
ス
タ
ア
製
汲
流
の
経
済
的
自
由
に
深
〈
徹
し

τゐ
た
リ
ヴ
ア
プ
ー
ル
般
主
協
舎
は
、
北
大
河
洋

航
路
同
阻
の
名
に
於
い
で
、

E
れ
に
反
針
を
唱
へ
た
。
彼
等
は
、
自
分
た
ち
の
、
北
年
の
猫
占
航
路
へ
他
の
航
域
の
定
期
舶
の
来
航
す

る
P
好
士
、
中
、
そ
の
有
す
る
特
殊
模
集
を
主
張
し
て
政
府
の
提
示
す
る
徴
殻
保
件
口
承
認
を
瀧
っ
た
。
併
し
、
海
運
綿
肢
は
飽
〈
士

で
政
府
勘
定
に
依
5
4運
航
と
い
ふ
原
則
を
堅
村
し
で
譲
ら
Ltγ
、
結
局
、
徴
溌
僚
件

ι
っ
き
安
協
案
成
り
、
八
月
一
一
十
一
一
円
椀
定
書
起

Fayle， War and Shipping， p. 226 
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草
委
員
合
開
催
、
九
月
に
至
っ
て
海
運
総
敗
。
一
止
式
承
一
訟
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
但
し
、
こ
こ
で
北
大
西
洋
航
路
集
中
主
義
、
戸
一
い

ふ
も
首
時
の
イ
ギ
リ
ス
定
期
舵
全
部
が
徴
護
せ
ら
れ
北
大
阿
洋
に
集
航
し
た
の
で
は
た
い
。
及
促
可
成
り
多
数
の
定
期
舶
は
他
の
海

外
航
路
忙
残
う
て
イ
ギ
リ
ス
戦
時
物
資
の
輪
迭
に
間
接
に
協
h
H
し
て
ゐ
た
。

五

結

言

第
一
次
世
界
大
戦
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
危
機
は
確
に
ア
メ
リ
カ
の
悲
戦
に
よ
っ
て
救
は
れ
た
と
言
へ
る
。
併
し
市
営
時
の
ア
メ

リ
カ
は
永
い
閣
の
消
極
的
海
運
政
策
に
輔
さ
れ
て
言
ふ
に
足
る
べ
き
悦
洋
崎
腹
を
有
せ
示
、
議
船
能
力
と
て
も
営
時
相
め
て
幼
稚
た

段
階
に
あ
っ
た
日
本
造
蹄
業
に
ま
で
棋
ち
た
け
れ
ば
た
ち
た
か
っ
た
程
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
授
英
も
梅
還
に
闘
す
る
限

り
は
位
め
て
低
調
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
参
戦
後
も
聯
合
闇
海
運
統
制
白
中
心
は
常
に
ロ
ン
ド
ン
忙
あ
っ
て
、
各
聯
合
闘
の
糧
認
は

イ
ギ
リ
ス
流
の
統
制
を
見
倣
ム
て
居
る
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
参
戦
す
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
結
楕
は
イ
ギ
リ
ス
が
架
設
す
る
低

か
た
か
っ
た
。
と
と
る
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
し
て

E
の
役
割
を
同
市
さ
し
め
た
の
は
一
九
一
七
年
一
初
の
北
大
西
洋
航
路
集
中
主
義
士
売
は

全
両
的
結
舶
徴
費
制
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
己
白
た
め
に
す
る
定
期
姑
の
徴
裂
は
十
九
世
紀
来
自
由
主
義
白
特
に
頑
強
た
イ
ギ
リ
ス
海

運
国
外
に
あ
っ
て
決
し
て
容
易
で
は
た
か
っ
た
。

他
聞
に
特
陀
優
越
す
る

E
大
左
般
腹
を
も
っ
て
開
戦
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
船
腹
白
五
分
の
一
以

k
を
軍
事
目
的
に
割
か
れ
乍
ら
、

営
初
は
徐
裕
裡
K
戦
時
海
上
輸
送
民
営
る
己
と
が
出
来
た
。
ド
イ
ツ
潜
水
艦
白
活
動
が
比
較
的
後
れ
て
開
始
き
れ
た
こ
と
は
イ
ギ
リ

ス
海
運
陀
一
居
の
弾
力
性
を
附
奥
し
た
。
か
〈
て
開
戦
首
初
に
は
作
戦
の
突
習
性
四
た
め
に
二
重
徴
褒
の
如
き
混
凱
も
起
り
は
し
た

が
、
こ
れ
も
犬
し
た
問
題
に
左
ら
宇
に
終
っ
た
。
そ
し
て
問
題
は
漸
次
に
比
例
徴
強
・
↑
時
的
徴
朝
間
解
除
に
移
っ
て
行
っ
た
。
徴
議

職
時
舶
舶
全
面
的
徴
遊
へ
白
行
程

傭
王
+
五
番

宝E

七

第

醜

ブL
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戦
時
措
航
士
面
的
徴
設
へ
由
行
程

第
五
十
五
巻

守主

A 

第

競

O 

般
主
と
非
徴
没
船
主
と
D
問
の
負
捨
公
平
ま
た
は
合
理
的
運
航
統
制
が
重
要
な
問
題
と
左
っ
た
。
併
し
、
い
づ
れ
に
す
る
も
徴
哉
は

在
ほ
軍
事
機
一
送
船
従
っ
て
一
部
に
と

E
め
ら
れ
た
。

一
九
一
五
年
末
ま
で
は
、
大
館
己
の
や
A

ゾ
に
夜
間
航
行
禁
止
・
危
険
水
域
設
定

等
の
制
限
の
ほ
か
は
商
業
航
路
舶
の
す
べ
て
は
金
〈
自
由
で
あ
っ
た
。
併
し
、
一
方
で
は
作
戦
匝
域
の
展
開
と
軍
需
工
業
の
強
度
重

工
一
業
化
に
悶
る
燐
烈
た
る
舶
腹
需
夏
止
、
他
方
で
は
ド
イ
ツ
淋
水
艦
の
活
動
激
化
に
悶
る
船
舶
犬
量
喪
失
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
梅
認
を

漸
次
に
統
制
忙
導
い
た
。

一
九
一
五
年
末
よ
り
翌
年
初
へ
か
ザ
て
由
舶
舶
許
可
委
員
合
・
海
運
統
制
委
員
曾
等
の
設
立
が
と
れ
を
語

る
。
と
と
る
で
、
食
料
品
に
不
足
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
の
戦
時
海
運
統
制
は
毎
年
秋
の
小
委
牧
磁
毎
に
強
化
さ
れ
る
。

一
九
一
六
年
秋

の
探
刻
た
危
機
は
十
二
月
に
至
っ
て
、
先
づ
海
運
行
政
白
統
一
強
化
を
経
て
、
聡
入
貨
物
に
劃
す
る
船
舶
優
先
割
営
制
の
採
用
と
共

に
迭
に
全
間
的
船
舶
徴
議
制
と
い
ふ
決
定
的
段
階
に
到
建
し
た
。
か
〈
て
、
そ
れ
ま
で
比
較
的
自
由
運
航
を
つ
づ
貯
て
ゐ
売
定
期
船

主
も
そ
の
舶
舶
・
航
路
組
織
を
皐
げ
て
岡
家
統
制
に
服
す
る
E
と
と
危
う
た
。
戦
時
鰹
制
と
は
言
へ
自
向
干
￥
賓
の
僻
統
に
生

Z
Z
イ

ギ
リ
ス
格
認
と
し
て
は
E
に
歴
史
的
大
事
件
と
言
は
ね
ば
在
ら
ね
。
併
し
、
イ
ギ
り
ス
の
危
機
は
ま
さ
し
く
イ
ギ
リ
ス
海
運
が
そ
の

侍
統
を
揚
棄
す
る
こ
と
に
上
っ
て
救
は
れ
た
。
同
よ
り
、

E

D
定
期
船
徴
護
は
犬
同
洋
航
路
集
中
主
義
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、

続
つ
一
て
、
ア
メ
リ
カ
奪
戦
可
能
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
居
る
。
併
し
、
己
れ
は
寧
る
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
に
過
ぎ
た
い
。
食
料
品
は
じ

め
戦
時
必
要
物
資
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
裕
外
輸
入
忙
侠
た
た
〈
て
は
な
ら
む
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
戦
争
が
長
期
化
す
る
ほ

E
開
戦

営
初
の
徐
裕
を
喪
ム
て
弐
第
に
船
舶
不
足
に
攻
め
ら
れ
て
来
る
。
か
く
て
、
海
運
統
制
は
必
然
的
に
舵
舶
の
全
面
的
併
設
と
い
ふ
最

後
的
段
階
忙
到
達
せ
ざ
る
を
得
泣
い
。
査
〈
も
っ
て
、
船
腹
の
深
刻
た
不
足
が
と
う
し
た
統
制
民
導
〈
の
で
あ
っ
て
、
貨
は
と

D
杢

商
的
徴
性
明
日
を
決
意
し
敢
行
し
た
首
時
の
イ
ギ
H

ツ
ス
は
白
図
的
だ
け
で
た
く
中
玄
関
般
に
ま
で
徴
誕
の
手
を
繍
げ
た
け
れ
ば
た
ら
た
か

っ
た
程
忙
舶
を
必
要
と
し
て
ゐ
た
。
印
ち
、
イ
ギ
り
ス
は
各
航
路
の
要
所
々
々
に
有
す
る
石
茨
貯
飛
所
の
使
用
を
中
立
岡
崎
に
意
地



一
九
一
.
七
年
初
め
か
ら
は

〉
ロ
岡
田
『
を
週
用
し
て
、
品
唱
に
問
機
的
に
中
立
関
舶
を
徴
帯
同
し
た
の
で
あ
る
叫

悪
〈
制
限
し
て
彼
等
白
運
航
を
白
閣
に
有
利
に
統
制
し
た
後

原
則
や

H
L唱
。
「

R
m
H
M
H
-
u
-
「。同

ω『
】
司

要
す
る
に
、
戦
年
の
蛾
犬
長
期
化
に
凶
る
舶
舶
不
足
と
遂
に
と
れ
が
た
め
忙
採
ら
れ
る
杢
面
的
船
舶
徴
裂
は
、
必
宇
し
も
第
一
次

世
界
大
戦
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
み
の
仕
方
で
は
な
〈
、
寧
る
戦
時
海
運
一
般
の
行
き
方
で
も
あ
る
。
が
、
寅
は
と
う
し
た
行
程
の

う
ち
に
も
夫
々
の
図
白
旗
逗
白
も
つ
歴
史
的
性
格
を
見
て
と
る
と
止
が
出
来
る
。
い
ま
、
と
れ
を
現
下
の
第
二
次
惟
界
犬
職
下
の
イ

ギ
リ
ス
と
比
較
し
て
見
る
も
、

一
九
三
九
年
八
月
、
開
戟
と
共
に
図
防
保
例
に
則
り
海
上
貿
易
管
迎
令
を
制
定
し
て
航
梅
許
可
制
度

を
布
き
遁
航
統
制
に
入
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
同
年
十
二
月
比
は
早
〈
も
全
面
的
舶
州
徴
裂
制
を
擁
立
し
て
先
づ
不
定
期
舶
を
、
翌
一

、
九
四

O
年
二
月
一
日
に
は
定
期
舶
を
全
国
的
に
徴
焚
ず
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
何
年
十
月
に
は
更
に
沿
岸
並
び
に
近
協
定
期

般
に
、
一
九
四
年
一
月
に
は
油
槽
舶
に
ま
で
己
の
制
度
主
及
ぼ
し
て
、
殆
ん

E
杢
郁
の
船
舶
を
徴
護
制
下
に
世
〈
E
と
が
州
来

h
o

己
れ
は
会
〈
、
第
一
次
大
戦
γ
で
権
運
統
制
に
入
る

D
K
一
年
牢
、
全
国
的
徴
禁
制
を
布
〈
の
に
二
年
牢
を
嬰
し
、
沿
岸
航
路
舶
の
如

ー
、
普
休
戦
間
際
ま
で
自
由
忙
放
出
せ
ら
れ
で
あ
っ
た
白
と
、
比
岐
に
た
ら
血
統
制
の
進
度
と
強
化
で
あ
る
。
我
々
は
E
れ
を
躍
に
第
一

-
次
世
界
大
戦
白
経
験
が
ん
J

吠
大
戦
の
イ
ギ
リ
ス
海
運
統
制
を
し
か
〈
千
際
よ
く
運
ぼ
し
た
と
の
み
見
る

E
b
は
問
来
た
い
。
前
大
戦

開
戦
常
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
身
に
つ
け
て
ゐ
た
完
全
に
近
い
自
由
主
、
主
執
務
運
鴨
制
が
、
今
究
大
剛
引
に
入
る
ま
で
に
既
に
一
九
三
五
年
務

建
補
助
法
に
よ
っ
て
大
き
左
修
正
を
受
付
、

更
に
一
九
三
九
年
梅
建
前
助
法
案
に
よ
っ
て
寅
に
準
職
組
制
ま
で
と
ら
う
と
し
1

て
ゐ

た
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
史
上
劃
期
的
宏
政
策
渡
島
を
考
へ
友
〈
て
は
友
ら
由
。

(
今
央
大
職
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
海
担
政
策
に
つ
い
て
は
、

佐
渡
「
イ
ギ
リ
ス
椛
噌
海
運
政
策
」
岡
際
融
持
肝
究
第
三
容
静
三
蹴
参
照
)

戦
時
舶
舶
長
面
的
微
震
へ
の
行
程

歪五

九

告書

腕

第
五
寸
五
巻
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